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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業

「
子
ど
も
を
亡
く
し
た
家
族
へ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
関
す
る
調
査
研
究
」
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
報
告
書
に
お
い
て
、
人
工

妊
娠
中
絶
の
経
験
が
あ
る
十
八
歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
の
女
性
に
対
し
て
人
工
妊
娠
中
絶
の
理
由
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た

結
果
に
つ
い
て
、
「
身
体
的
理
由
」
が
四
十
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
「
経
済
的
理
由
」
が
五
十
三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
避
け
ら
れ
る
人
工
妊
娠
中
絶
を
減
ら
す
こ
と
は
・
・
・
即
効
性
の
あ
る
少
子
化
対
策
を
推
進
で
き
る
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
人
工
妊
娠
中
絶
は
、
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六

号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩 べ

ん

が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健
康
を
著
し

く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
等
に
限
り
、
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
法
人
た
る
医
師
会
の

指
定
す
る
医
師
が
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 



 

２ 

 

 
 

そ
の
上
で
、
政
府
と
し
て
は
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
よ
り
、
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
等
を
支
援
す
る
た
め
、
都
道
府
県
、
指

定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
予
期
せ
ぬ
妊
娠
に
悩
む
女
性
が
安
心
し
て
相
談
で
き
る
窓
口
の
整
備
や
、
都
道
府
県
、
指
定
都

市
及
び
中
核
市
に
お
い
て
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
に
積
極
的
な
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
委
託
し
、
巡
回
や
自
宅
訪
問
に
よ
る
支
援
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
相
談
支
援
等
を
行
う
事
業
に
対
す
る
補
助
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
若
年
層
を
対
象
と
し
た
妊
娠
や
性
感
染

症
等
に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
あ
る
「
ス
マ
ー
ト
保
健
相
談
室
」
に
お
い
て
、
相
談
窓
口
の
一
覧
等
を
掲
載
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
令
和
六
年
四
月
か
ら
は
、
新
た
に
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
十
八
項
に
規
定
す
る
妊
産
婦

等
生
活
援
助
事
業
を
創
設
し
、
都
道
府
県
、
市
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
等
に
お
い
て
、
家
庭
生
活
に
支
障
が
生
じ

て
い
る
特
定
妊
婦
等
を
、
生
活
す
べ
き
住
居
に
入
居
さ
せ
、
又
は
当
該
事
業
に
係
る
事
業
所
等
に
通
わ
せ
、
食
事
の
提
供
そ

の
他
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
の
供
与
、
児
童
の
養
育
に
関
す
る
相
談
及
び
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ

の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
必
要
な
取
組
を
進
め
て
ま

い
り
た
い
。 


